
 次のとおり技術提案書の提出を招請します。

支出負担行為担当官

業務概要
業務名    

（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）
業務内容 別表公示一覧（Ａ）のとおり。
成果品
成果品は、特記仕様書のとおりとする。  
履行期間 別表公示一覧（Ｂ）のとおり。
主たる部分

再委託の禁止
本業務について、主たる部分の再委託は認めない。

簡易公募型プロポーザル方式に準じた手続（拡大型）に係る手続開始の公示

1
(1)

(2)
(3)

北海道開発局 小樽開発建設部長 山本 清二

（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く））

令和8年4月15日 (水)

(4)
(5)

 本業務における「主たる部分」は、設計業務等共通仕様書第1128条第１項に示すとおりとす
る。ただし、同仕様書第1128条第２項に規定する「軽微な部分」は除く。

(6)

(7) 本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における賃金等の変
動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて（試行）」（令和７年１２月３日付国官技３
０９号、国官総第１８２号、国営整第１４１号、国港総第５０１号、国港技第７８号、国空
予管第９９１号、国空空技第３７９号及び国空交企第２６７号）の試行業務である。なお、
詳細については、特記仕様書によるものとする。

一般国道２２９号 島牧村 道路斜面防災対策検討業務
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入札等の方式及び手続等
本業務は、参加表明書及び技術提案書を同時に提出する試行業務である。

紙契約方式による場合には、別添契約書案により、契約書を作成する。

説明書の交付期間及び交付方法は別表公示一覧（Ｃ）のとおり。
担当部局は別表公示一覧（Ｄ）のとおり。
参加表明書及び技術提案書の提出先及び受領期限
提出先は前記(6)、提出期間は別表公示一覧（Ｅ）のとおり。

公示の内容についての質問の受付及び回答

なお、受付期間は別表公示一覧（Ｆ）のとおり。

参加表明書及び技術提案書の提出方法
提出方法

電子入札システムによる提出

2
(1)
(2) 本業務は、電子入札システムの対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者

は、「紙入札方式参加承諾願」を発注者に提出し承諾を得た場合には、紙入札方式に代える
ことができる。

(5)
(6)
(7)

3
(1) 質問は、電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、書面

（書式自由、ただし規格はＡ４判）により行うものとし、紙により担当部局へ持参、書留郵
便（提出期間内必着。）、託送（書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。）又は電
子メール等（着信を確認すること。）のいずれの方法でも可とする。

(3) 本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を原則として電子契約システムで行う対象業務で
ある。ただし、次の点に留意すること。

ア 電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、落札決定後速やかに
紙契約方式願（様式－紙契約）を提出しなければならない。

イ
(4) 本業務は、「低価格受注業務がある場合における予定管理技術者の手持ち業務量の制限等」

の試行業務である。

ア
 提出期限までに参加表明書及び技術提案書を１つのファイルにまとめて提出すること。な
お、ファイルは圧縮して提出することもできるが、ファイルの容量が10ＭＢを超える場合に

(2) 電子入札システムによる質問書の提出に当たっては、質問書に業者名（過去に受注した具体
的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。）を記載しないこと。このよ
うな質問があった場合には、その者の行った入札を無効とすることがある。また、紙入札方
式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話番号及び電子メールアドレ
スを併記すること。

(3) 質問に対する回答は、原則として質問を受理した日から７日間(休日（行政機関の休日に関
する法律（昭和63年法律第91号）第１条に規定する行政機関の休日をいう。以下同じ。）を
含まない。)以内に電子入札システムにより行い、紙入札方式による質問者に対しては、電
子メール等で行うほか、質問者以外の全ての参加者に対して電子メール等により送信する。

4
(1)
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紙による提出

ファイル形式等

また、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は、作成時に使用しないこと。
・Microsoft Word
・Microsoft Excel
・PDF形式、JPEG形式、GIF形式、TIF形式
圧縮方法

ウイルスチェック

は、提出書類の一式を紙により提出（電子入札システムとの分割提出は認めない。）するこ
と。

イ
 紙による提出は、持参、郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必
着。）又は託送（書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。）により、１部提出する
こと。
 また、持参、郵送又は託送による提出の場合は、電子入札システムにより、参加表明書及
び技術提案書について、「郵送する旨の表示」「郵送する書類の目録」「郵送する書類の
ページ数」「発送年月日」を記載した書面を送信すること。

(2)

 ウイルスチェックソフトを常に最新のデータに更新（アップデート）し、ウイルスチェッ
クを行うこと。なお、完全なウイルス駆除が行えない場合は、郵送（書留郵便等の配達記録
の残るものに限る。）等による再提出とする。

エ プリントアウト時に規定の枚数以内となるように設定しておくこと。なお、送信された参
加表明書等のプリントアウトは白黒印刷で行う。

ア 提出様式及び様式に添付する資料等は、次のいずれかの形式で作成すること。
なお、参加表明書、添付資料等及び技術提案書の送信容量は10ＭＢ以内とする。

イ
 圧縮を行う場合は、LZH形式又はZIP形式のいずれかの形式で作成すること。ただし、自
己解凍方式は指定しないこと。

ウ
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参加表明書及び技術提案書の提出者に要求される要件

基本的要件

資本及び人的関係に関する要件

資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。

親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
人的関係

株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

5
 参加表明書及び技術提案書の提出者は、以下に示す要件を満たすすべての者を選定する。選定
した者には、選定通知書を電子入札システムにより通知し、紙入札方式による参加者については
書面により通知する。
(1)

ウ 参加表明書の提出期限の日から特定通知の日までの期間において、北海道開発局工事契約
等指名停止等の措置要領（昭和60年４月１日付け北開局工第１号）に基づく指名停止を
受けていないこと。

エ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土
交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

ア 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当しない者で
あること。

イ 北海道開発局における令和7・8年度一般競争（指名競争）参加資格の決定（業種区分は
別表公示一覧（Ｇ）のとおり）を受けていること。なお、決定を受けていない者も参加表
明書及び技術提案書を提出することはできるが、特定通知の日までに当該資格の決定を受
けていなければならない。

(2)
 参加表明書及び技術提案書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関
係がないこと。なお、基準の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で
連絡を取ることは、北海道開発局見積心得第４条第２項の規定に抵触するものではないことに
留意すること。
ア

(ｱ) 子会社等（会社法（平成17年法律第86号）第２条第３号の２に規定する子会社等をい
う。以下同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。以下同
じ。）の関係にある場合

(ｲ)

オ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生
手続き開始の申立てがなされている者（イの再決定を受けた者を除く。）でないこと。

イ
 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ｱ)については、会社等（会社法施行規則
（平成18年法務省令第12号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の
一方が民事再生法（平成11年法律第225号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会
社等又は更生会社（会社更生法（平成14年法律第154号）第２条第７項に規定する更生会社
をいう。）である場合を除く。
(ｱ) 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次

に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
①
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会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
会社法第２条第15号に規定する社外取締役

会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

組合の理事
その他業務を執行する者であって、①から④までに掲げる者に準ずる者

一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
その他の選定・特定手続等に適正さが阻害されると認められる場合

業務実施体制に関する要件
業務の主たる部分を再委託するものでないこと。
業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。

参加表明者の業務実績に関する要件

同種業務 別表公示一覧（Ｈ）のとおり。
類似業務 別表公示一覧（Ｉ）のとおり。

b
c
d 会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行

しないこととされている取締役
②
③ 会社法第575条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をい

う。）の社員（同法第590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業
務を執行しないこととされている社員を除く。）

a 会社法第２条第11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員で
ある取締役

組合（設計共同体を含む。）とその構成員が同一の選定・特定手続に参加している場合、
その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(3)
ア
イ

(4)
ア 参加表明書を提出する者は、以下に示す同種又は類似業務について、平成28年度以降公

示日までに完了した業務（再委託による業務の実績は含まない。）において１件以上の実
績を有さなければならない。

④
⑤

(ｲ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社更生法第67
条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現に兼ね
ている場合

(ｳ)
ウ

なお、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の対応により一時
中止等の延長措置が執られた業務に関しては、同種又は類似業務の実績として認める。こ
の場合にあっては、一時中止等の延長措置を執られたことが分かる資料を参考として添付
すること。

・
・

イ 実績として挙げた個々の業務評定点が60点以上であること。ただし、「北海道開発局委
託業務成績評定要領」（平成７年４月３日付け北開局工第２号）に基づく業務成績以外の
業務は、この限りではない。

「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績は、国内
における実績と同様に評価する。
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配置予定技術者に要求される要件
配置予定管理技術者の資格に関する要件

別表公示一覧（Ｊ）に示すいずれかの資格を有すること。

同種業務 別表公示一覧（Ｈ）のとおり。
類似業務 別表公示一覧（Ｉ）のとおり。

エ 同種又は類似業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市
場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサ
ルタント等にあっては、我が国における同種又は類似業務の実績をもって判断するものと
する。

6
(1)

ア
イ 外国資格を有する技術者（我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が開放的

であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）については、あらかじめ技術
士相当又はＲＣＣＭ相当との旧建設大臣認定又は国土交通大臣認定を受けている必要があ
る。

ウ 令和5年度から令和6年度末までに完了した業務のうち、北海道開発局発注業務（北海道
開発局発注業務の実績がない場合、国土交通本省、地方整備局、国土技術政策総合研究
所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注）の業種区分「別表公示一覧
（Ｇ）のとおり」の平均業務評定点が60点以上であること。ただし、上記機関発注業務
の実績がない場合は、この限りではない。

・
イ 過去に同種又は類似業務をマネジメントした実務経験を有する者。マネジメントした実務

経験とは、例えば、次のいずれかの者に相当する程度の経験をいう。
・ 建設コンサルタント登録規程(S52.4.15付け建設省告示第717号)第３条の一に該当する

「道路部門」の技術管理者
・ 北海道開発局土木設計業務等調査規程(H31.3.25付け北開局工管第278号)第３条に該当

する総括調査員、主任調査員及び地方建設局委託設計業務等調査検査事務処理要領

なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出す
ることができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するも
のとし、選定通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。

ア

なお、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の対応により一時
中止等の延長措置が執られた業務に関しては、同種又は類似業務の実績として認める。こ
の場合にあっては、一時中止等の延長措置を執られたことが分かる資料を参考として添付
すること。

・

「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績は、国内
における実績と同様に評価する。

平成28年度以降公示日までに完了した業務のうち、以下に示す同種又は類似業務におい
て１件以上の実績を有すること。ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事し
た業務は除く。また、管理(主任)技術者が途中交代した業務で、業務完了時（完了検査時
点）に従事していない管理(主任)技術者は実績として認めない。

(2) 配置予定管理技術者の業務実績に関する要件
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配置予定管理技術者手持ち業務量に関する要件

当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者
当該管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者
当該管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者

予定照査技術者の資格に関する要件
別表公示一覧（Ｊ）に示すいずれかの資格を有すること。

(H11.4.1付け建設省厚契第31号)第６に該当する総括調査員又は主任調査員。

 また、本業務の履行期間中は、管理技術者の手持ち業務量が契約金額で５億円、件数で10件
（公示日現在での手持ち業務に、北海道開発局、国土交通本省、地方整備局、国土技術政策総
合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の建設コンサルタント業務等
で調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合には、契約金額で２．５億円、件数で
５件）を超えないこととし、超えた場合には、遅延なくその旨を報告しなければならない。そ
の上で、以下のアからエまでのすべての要件を満たす管理技術者に交代させる措置請求を行
う。管理技術者等を交代せず業務の履行を継続した場合は、当該業務の業務成績に厳格に反映
させるとともに悪質と認められる場合は指名停止等の措置を講ずるものとする。

ア
イ
ウ
エ 手持ち業務量が当該業務の公示又は特記仕様書において設定している予定管理技術者の手

持ち業務量の制限を超えない者

ウ 令和3年度から令和6年度末までに完了した業務について、管理技術者として従事した北
海道開発局発注業務（北海道開発局発注業務の実績がない場合、国土交通本省、地方整備
局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注）の
「別表公示一覧（Ｇ）のとおり」の業務成績平均点が60点以上であること。ただし、上
記の機関発注業務の実績がない場合は、この限りではない。

(3)
公示日現在の手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約のものを含む。）が５億円未満か
つ10件未満である者。ただし、本業務において担当技術者を兼務する場合は、手持ち業務量
（本業務及び特定後未契約のものを含む。）が５億円未満かつ10件未満である者。手持ち業務
とは、管理技術者又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の他の業務をいう。な
お、履行期限が令和8年7月1日以前となっているものは手持ち業務に含まない。以下、同じ。
さらに、複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月
数を乗じた金額とする。なお、設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出
資比率を乗じた金額（分担した業務の金額）とする。以下、同じ。
 なお、公示日現在での手持ち業務のうち、北海道開発局、国土交通本省、地方整備局、国土
技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の建設コンサルタ
ント業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量
の契約金額を５億円から２．５億円に、件数を10件から５件にするものとする。その上で、予
定管理技術者が手持ち業務量の制限を満たすことが確認できない場合には、「北海道開発局見
積心得」第６条第１項第10号の規定により、見積に関する条件に違反した見積として、その見
積を無効とする。

(5)

事業促進ＰＰＰ業務の管理技術者の立場で、同種又は類似業務の指導経験があると事
業促進ＰＰＰ業務の発注機関が認めた者。

・
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予定照査技術者の業務実績に関する要件

同種業務 別表公示一覧（Ｈ）のとおり。
類似業務 別表公示一覧（Ｉ）のとおり。

参加表明書の作成及び記載上の留意事項
作成方法

参加表明書の内容に関する留意事項
  

・
・

 なお、対象期間中に出産・育児等の真にやむを得ない事情により休業を取得していた場合
には、休業期間に相当する日数を対象期間に加える事ができる。この場合、休業を証明でき
る書類を添付すること。

7
(1)

(6)
ア 平成28年度以降公示日までに完了した業務のうち、以下に示す同種又は類似業務におい

て１件以上の実績を有する者。ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した
業務は除く。また、管理(主任)技術者が途中交代した業務で、業務完了時（完了検査時
点）に従事していない管理(主任)技術者は実績として認めない

・ 同一業務の場合、記載する業務数は１件。別業務の場合はそれぞれ１件と
する。

・ 記載様式は参加表明様式５とし、図面、写真等を引用する場合も含め、１
件につき１枚以内に記載する。

※ 海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により、認定された実績
がある場合は、国内業務の実績と同様に企業の「同種又は類似業務」の実
績として評価対象とする。

 参加表明書の様式は、別添（参加表明様式１から７、Ａ４判）に示されるとおりとする。な
お、文字サイズは10ポイント以上とする。

(2)

記 載 事 項 内 容 に 関 す る 留 意 事 項
企業の業務の実績 ・ 参加表明書の提出者が過去に受注した「同種又は類似業務」実績について

記載する。
・ 平成28年度以降公示日までに完了した業務とする。

配置予定技術者の
経歴等

・ 配置予定の管理技術者及び照査技術者について、資格・業務経験等につい
て記載する。

・ 配置予定の管理技術者について、令和3年度から令和6年度末までに完了し
た業務のうち優秀技術者表彰の実績について記載する。

・ 管理技術者の手持ち業務は公示日現在、国土交通省以外の発注者（国内外
を問わず）のものも含めて全て記載する。なお、履行期限が令和8年7月1
日以前となっているものは手持ち業務に含まない。手持ち業務とは管理
(主任)技術者又は担当技術者となっている500万円以上の他の業務とし、
プロポーザル方式による本業務以外の業務で配置予定技術者として特定さ
れた未契約業務がある場合は、手持ち業務の記載対象とし業務名の後に
「特定済」と明記するものとし、参考見積金額を契約金額として記載す
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契約書の写し

記載様式は、管理技術者については参加表明様式２とする。
配置予定技術者の
同種又は類似業務
等の実績

・ 配置予定の管理技術者及び照査技術者が過去に従事した「同種又は類似業
務」の実績について記載する。

・ 平成28年度以降公示日までに完了した業務とする。
・ 照査技術者として従事した業務は実績としない。

る。
・ 海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により、認定された実績

も国内業務の実績と同様に評価対象とする。

・

※ 海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により、認定された実績
も国内業務の実績と同様に評価対象とする。

業務実施体制 ・ 業務分担について記載すること。
・ 担当技術者は、実施する各分担業務ごとに代表者を１名ずつ最大８名まで

記載する。
・

・ 同一業務の場合、記載する業務数は１件。別業務の場合はそれぞれ１件と
する。

・ 参加表明者以外が受託した業務実績を記載する場合は、当該業務を受託し
た企業名を記載すること。

・ 記載様式は参加表明様式３とし、図面、写真等を引用する場合も含め、１
件につき１枚以内に記載する。

他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経
験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、再委託の具体的内容を
記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由（企業の技術的特徴
等）を記載すること。なお、業務の主たる部分を再委託してはならない。

・ 参加表明書の提出者以外の企業に所属する者を担当技術者とする場合に
は、実施体制の欄に企業名等と分担業務の内容を記載すること。

・ 記載様式は参加表明様式４とする。
建設コンサルタン
ト登録規程等

・ 建設コンサルタント登録規程等に基づく登録状況について記載する。
・ 記載様式は参加表明様式６とする。

ワーク・ライフ・
バランス等推進企
業

・ ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況について記載す
る。

・ 記載様式は参加表明様式７とする

(3)
 同種又は類似業務の実績として記載した業務に係る契約書等（契約書、特記仕様書、業務報
告書及び委託業務成績評定通知書等）の写しを提出すること。
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配置予定技術者の保有資格の写し
配置予定技術者の保有資格の写し（資格者証の写し等）を添付すること。

選定又は非選定の通知

非選定理由の説明請求の提出先及び受付時間は、以下のとおりである。
ア 提 出 先：担当部局に同じ。
イ 受付日時： 電子入札システムによる受付時間  8時30分から18時00分まで

書面による受付時間        ９時00分から17時00分まで

技術提案書の作成及び記載上の留意事項
技術提案書の作成上の基本事項

技術提案書の作成方法

技術提案書の内容に関する留意事項

(2) 選定通知書を受理した時は、登録期限（選定通知書の受理後、５日以内)までに技術提案書
提出報告書を電子入札システムにおける技術提案書として提出すること。（受付時間 9時
00分から17時00分まで）

(3) 技術提案書の提出者として認められなかった者に対しては、認められなかった旨とその理由
（非選定理由）を電子入札システムにより通知する。ただし、紙入札方式による場合は書面
（非選定通知書）により通知する。

(4) 上記(3)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休日を含まない。）
以内に、電子入札システムにより、非選定通知者に対して非選定理由について説明を求める
ことができる。ただし、書面により通知を受けた者は、書面（様式は自由）を持参又は書留
郵便（提出期間内必着。）又は託送（書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。）に
より提出すること。

 ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム
（テクリス）」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。

(4)

8
(1) 技術提案書の提出者として選定した者には、電子入札システム（紙入札方式の場合は書面）

により通知する。選定通知の日は、別表公示一覧（Ｋ）のとおり。

(2)

 なお、文字サイズについて、本文は10ポイント以上、図表は６ポイント以上、余白について
は上20mm以上、下20mm以上、左20mm以上、右20mm以上とし、これが守られていない場合
には評価しない。

(3)

(5) 上記(4)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日以内に電子入
札システムにより行う。ただし、書面により提出された者に対しては書面により行う。

(6)

9
(1)

 プロポーザルは、調査、検討及び設計業務における具体的な取り組み方法について提案を求
めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。本公示に記載されたこと以外の内
容を含む技術提案書、又はこの書面及び別添の書式に示された条件に適合しない技術提案書に
ついては、提案を無効とする場合があるので注意すること。

 技術提案書の様式は、別添（技術提案様式１から3、Ａ４判）に示されるとおりとする。
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業務量の目安は別表公示一覧（Ｌ）のとおり。

 技術提案書の作成に当たり、次の資料を閲覧することができる。

資料名：別表公示一覧（Ｎ）のとおり。
閲覧方法：別表公示一覧（Ｏ）のとおり。
閲覧期間 技術提案書の提出期限の前日まで
電子（web）による閲覧の条件

記 載 事 項 内 容 に 関 す る 留 意 事 項
実施方針、実施フ
ローチャート、工程
表計画及びその他

・ 業務の実施方針、実施フローチャート、工程表計画及びその他について簡
潔に記載すること。

・ 記載様式は技術提案様式２を用い、１枚以内に記載すること。
評価テーマに対す
る技術提案

・ 本業務説明書の９(5)に示した、評価テーマに対する取り組み方法を具体
的に記載すること。

・ 記載に当たり、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用
いることは支障ないが、本件のために作成したCGや詳細図面等を用いる
ことは認めない。

・ 記載様式は技術提案様式３とし、A4判１枚に記載すること。
参考見積 ・ 本業務の実施方針を踏まえて必要な経費を概算し、参考見積として提出す

ること。（様式９を参考）
・ 参考見積は９(4)で提示する業務規模と大きくかけ離れているか、または

提案内容に対して見積が不適切な場合は特定しない。
 なお、提出された参考見積は積算の参考とする。場合によっては、特定
者には再度見積を依頼することがある。

・ 評価テーマで提案した内容を実施するための費用は、参考見積に含めるこ
と。

ア
イ
ウ
エ

(ｱ) 閲覧資料の複製データは、本業務の技術提案書作成のために供されるものであり、目
的以外での使用を禁ずるものとする。ただし、本業務の受注者となった場合に限り、
発注者との協議により、複製データを継続して使用できる。

(4)
(5) 本業務において技術提案を求めるテーマは、別表公示一覧（Ｍ）に示す事項である。

 電子（web）による閲覧を希望する者は、下記エに同意の上、２宛てに電子メールにより申
込書兼誓約書（北海道開発局ホームページに様式掲載：
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000ndeq.html）を送付し申込みを行
うものとする。

(ｲ) 閲覧資料の複製データは申請者のみが利用できるものとし、発注者の許可無く第三者
へ提供することを禁ずるものとする。

(ｳ) 閲覧資料の複製データは、本業務の技術提案の提出者として選定されなかった場合、
途中で辞退する場合、非特定者となった場合、無効となった場合又は特定後契約に至
らなかった場合には速やかに復元不可能な形で破棄・消去すること。

(ｴ) 閲覧資料の内容に関する質問等は受け付けない。なお、閲覧資料の作成者への問合せ
は行わないこととする。
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技術提案書を特定するための評価基準
技術提案書の評価項目、判断基準及び評価ウェイトは、次のとおりである。

 次に掲げるいずれかの認定を受けている。

 ① 認定あり ① 0.5
 ② なし ②   0

以下のいずれかの資格を有する者 ① ①

以下のいずれかの資格を有する者 ② ②

資
格
要
件

(1)
評
価
項
目

評 価 の 着 目 点
技 術 点

判 断 基 準

10

2.0－

3.0 －②

評
価
項
目

評 価 の 着 目 点 技 術 点

判 断 基 準
管理技
術者

担当技
術者

照査技術
者

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律
第64号）第９条若しくは第12条の規定に基づく基準に適合するも
のと認定された企業（労働時間等の働き方に係る基準を満たすも
のに限る。）をいう。

※２

計    0.5点

参
加
表
明
者
（

企
業
）

の
経
験
及
び
能
力

そ
の
他

 
ワ
 
ー

 
ク
 

・
 

ラ
 

イ
 

フ
 

・
 

バ
 

ラ
 

ン
 

ス
 

等
 

推

進
 

に
 

係
 

る
 

認
 

定
 

の
 

取
 

得
 

状
 

況
 

等

・ 女性活躍推進法に基づく認定（プラチナえるぼし・えるぼし認定企
業）※１

・ 次世代法に基づく認定（プラチナくるみん・くるみん（令和７年４月
１日以後の基準）・くるみん（令和４年４月１日～令和７年３月31日
までの基準）・トライくるみん（令和７年４月１日以後の基準）・く
るみん（平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準）・トラ
イくるみん（令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準）・く
るみん（平成29年３月31日までの基準）認定企業）※２

・ 若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業）※３

※１

次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）第13条又は
第15条の２の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業
をいう。

※３ 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45年法律第98号）第15
条の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。

予
定
技
術
者
の
経

技
術
者
資
格
等

① 4.0

・ 技術士：総合技術監理部門（選択科目：［建
設］）

・

国土交通省登録資格：【施設分野：道路、 業

技術士：建設部門（道路）
1.5

・
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以下のいずれかの資格を有する者 ③ ③

上記に該当しない場合 ④ ④

同種業務の実績がある。 ① ①

類似業務の実績がある。 ② ②

上記に該当しない場合 ③ ③

① ①

② ②

③ ③

情
報
収
集
力

地
域
精
通
度

業
務
執
行
技
術
力
（

業
務
実
績
）

 また、管理(主任)技術者が途中交代した業務で、業務完
了時（完了検査時点）に従事していない管理(主任)技術者
は実績とみなさない。
①

③

※

※ 海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度に
より、認定された実績も国内業務の実績と同様に評
価対象とする。

②

③ 上記に該当しない場合。

専
門
技
術
力

－
0.0 －

4.0

1.5

特定
なし

特定なし

特定
なし

特定なし

2.5 －

1.02.0 －

－

－

－

1.5

2.0
2.0 － 1.0

0.0
0.8

④

 平成28年度以降公示日までに完了した小樽開発建設部管
内・周辺での業務実績の有無について下記の順位で評価す
る。
 照査技術者として従事した業務は実績としない。
① 小樽開発建設部管内における業務受注実績あり。
② 北海道内における業務実績あり。

・

 平成28年度以降公示日までに完了した同種又は類似業務
の実績（再委託による業務実績は含まない）を以下の順位
で評価する。照査技術者として従事した業務は実績としな
い。

土木学会認定技術者（特別上級）[防災分野]
・ 土木学会認定技術者（上級、１級））[防災分野]

コースＡ、B

経
験
及
び
能
力

専
門
技
術
力

業
務
執
行
技
術
力
（

業

令和3年度から令和6年度末までに完了した業務について、
管理技術者として従事した北海道開発局発注業務（北海道
開発局発注業務の実績がない場合、国土交通本省、地方整
備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖
縄総合事務局開発建設部発注業務）の同じ業種区分「別表
公示一覧（Ｇ）のとおり」の平均業務評価点を以下の順位
で評価する。
 ただし、管理(主任)技術者が途中交代した業務で業務完
了時(完了検査時点)に管理(主任)技術者として従事してい

同一業務の場合、記載する業務は１件（別業務の場
合はそれぞれ１件）とし、図面、写真等を引用する
場合も含め、１件につき１枚以内に記載する。

務：計画、調査、設計】
③
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80点以上 ①

77点以上80点未満 ②

74点以上77点未満 ③

71点以上74点未満 ④

68点以上71点未満 ⑤

65点以上68点未満 ⑥

60点以上65点未満 ⑦

60点未満 ⑧

⑨

①

②

③

計 点

○実施方針

－

－
－
－
－
－

0

特定
なし

－ －

－ －

－
－
－
－

※ 海外インフラプロジェクト優秀技術者国土交通大臣
賞については局長表彰と同等に、海外インフラプロ
ジェクト優秀技術者国土交通大臣奨励賞は、部長表
彰と同等に評価するものとする。

－ －
－ －

①

11

⑤ 8

① －

－

⑨ 成績評定を受けた業務実績がない場合には加点しな
い。

※ 北海道開発局発注業務の実績がない場合、成績評定
表等の写しを添付すること。

－

－
－ －

40.0

評 価 の 着 目 点
技術点

判 断 基 準

② 部長表彰の実績有り 2.0
③ 上記に該当しない場合は加点しない。 0.0

業
務
執
行
技
術
力
（

表
彰
）

 令和3年度から令和6年度末までに完了した業務につい
て、管理技術者として従事した北海道開発局発注業務の同
じ事業部門「道路部門」の優秀技術者表彰の経験につい
て、下記の順位で評価する。

局長表彰の実績有り 4.0

評
価
項
目

③ 14

務
成
績
）

④

⑧

⑥ 5

⑦ 0

20

② 17

ない業務の成績は対象外とする。

14



計 点

○評価テーマ 

計 点

非特定理由に関する事項

10

40

評 価 の 着 目 点
技術点

判 断 基 準

実
施
方
針
、

実
施
フ
ロ
ー

チ
ャ
ー

ト
、

工
程
表
計
画
及
び

そ
の
他

業務理解
度

目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。
15

実施手順 業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優位に
評価する。

15
業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位
に評価する。

その他 業務に関する知識、有益な代替案、重要事項の指摘がある場
合に優位に評価する。

評
価
項
目

80

(2) 特定された者に対しては、特定された旨を電子入札システム（紙入札方式による場合は書
面）により通知する。特定通知の予定日は別表公示一覧（Ｐ）のとおり。

11

評
価
テ
ー

マ
に
対
す
る
技
術
提

案 的確性  地形、環境、地域特性などの与条件との整合性が高い場合
に優位に評価する。

 着目点、問題点、解決方法等が適切かつ論理的に整理され
ており、本業務を遂行するにあたって有効性が高い場合に優
位に評価する。

実現性  提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。

 提案内容を裏付ける類似実績などが明示されている場合に
優位に評価する。

25

30

15

10

(1) 提出した技術提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨と、その理由
（非特定理由）を電子入札システムにより通知する。ただし、紙入札方式による場合は書面
（非特定通知書）をもって通知する。

15



非特定理由の説明請求の提出先及び受付時間は次のとおりである。
提 出 先  担当部局に同じ。
受付時間  9時00分から17時00分まで。

再苦情申し立て

受付窓口  担当部局に同じ。
受付時間  9時00分から17時00分まで。
入 手 先  担当部局に同じ。

契約書作成の要否等
要。

支払条件
前金払 有。

その他の留意事項

(4)
ア
イ

12
(1) ８(5)の非選定理由の説明若しくは11(3)の非特定理由の説明に不服がある者は、非選定理由

若しくは非特定理由の説明に係わる書面を受け取った日からから５日（休日を含まない。）
以内に、書面により、小樽開発建設部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。な
お、再苦情申立てについては小樽開発建設部入札監視委員会が審議を行う。

(2) 上記(1)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）
以内に、電子入札システムにより非特定理由について説明を求めることができる。ただし、
書面により通知を受けた者は、書面（様式は自由）を持参又は郵送（書留郵便等の配達記録
の残るものに限る。）によること。

(3) 上記(2)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に電子入
札システムにより行う。ただし、書面により提出された者に対しては書面により行う。

 なお、別添契約書案第４条第３項及び第４項の使用を希望する場合は、見積決定後に以下の
手続を取るものとする。

(1) 第４条第３項及び第４項の使用を希望する落札者は、落札決定の日から２日以内（土曜日、
日曜日及び祝日を除く。）にその旨を申し出なければならない。

(2) (1)の申出があった場合、支出負担行為担当官は落札者が契約を確実に履行する体制を有し
ているか否かを確認する調査を実施するものとする。

(2) 再苦情申立ての書面の受付窓口、受付時間及び書類等の入手先は次のとおりである。
ア
イ
ウ

13

15
(1) 本業務を受注したコンサルタント及び本業務を受注したコンサルタントと資本・人事面等に

おいて関連があると認められる製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し
又は当該工事を請け負うことができない。

(3) 落札者は調査の実施に協力し、落札決定の日から５日以内（土曜日、日曜日及び祝日を除
く。）に必要な書類を提出すること。

(4) (2)の調査の結果、契約金債権がこの契約の履行以外の目的で使用されるおそれがあると認
められるときは、第４条第３項及び第４項を削除して契約を締結するものとする。

14
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https://www.e-bisc.go.jp

システム操作・接続確認等の問い合わせ先
国土交通省電子入札システムヘルプデスク 電話 03-6633-7118
国土交通省電子入札システムホームページ https://www.e-bisc.go.jp

北海道開発局小樽開発建設部契約課 電話0134-23-5129

(5) 提出された資料は返却しない。また、提出された参加表明書は、技術提案書の提出者の選定
以外に提出者に無断で使用しない。

(6) 特定されなかった場合、電子入札システムにより技術提案書を提出した者は電子入札システ
ムから技術提案書を削除することとし、紙入札方式により提出した場合には技術提案書を返
却する。また、提出された技術提案書は、技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しな
い。
なお、特定された技術提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。

(7) 参加表明書及び技術提案書の提出後において、原則として参加表明書及び技術提案書に記載
された内容の変更は認めない。また、参加表明書及び技術提案書に記載した予定技術者は、
原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等のやむを得ない
理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければな
らない。

なお、「本業務を受注したコンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められ
る製造業者又は建設業者」とは、受注者との関係が上記５(2)のいずれかに該当する者をい
う。
当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無 無
参加表明書及び技術提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とす
る。
参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び技術提案書を無効と
するとともに、虚偽の記載をした者に対して北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領
（昭和60年４月１日付け北開局工第１号）に基づく指名停止を行うことがある。

(4)

(3)

(2)

(8) 技術提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のために、業務の具体
的な実施方法について提案を求めることがある。

(9) 電子入札システムは休日を除く毎日、８時30分から18時00分まで稼働している。また、稼
働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、国土交通省電
子入札システムホームページ「ヘルプデスク」コーナーの「緊急連絡情報」で公開する。
なお、国土交通省電子入札システムホームページアドレスは、次のとおりである。

(10) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。

ア
イ

なお、ＩＣカードの不具合等が発生した場合には、入札参加希望者が利用している各電子
認証局へ問い合わせること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているな
ど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。

17



参加表明書受信確認通知（電子入札システムから自動発行）
参加表明書受付票
選定通知書
非選定通知書
技術提案書受信確認通知（電子入札システムから自動発行）
技術提案書受付票
特定通知書
非特定通知書
辞退届受信確認（電子入札システムから自動発行）
辞退届受付票
日時変更通知書
取止め通知書

(11) 応募者が電子入札システムで書類を送信した場合は、次に示す通知、通知書及び受付票を送
信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参
加出来なくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。

ア

(13) 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１
３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を
踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。

ク
ケ
コ
サ
シ

(12) 第１回目の見積が不調となった場合、再度見積に移行。再度見積の日時については、発注者
側から指示する。開札後、発注者から再度見積依頼通知書を送信するので、パソコンの前で
暫くの間、待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者
から通知する。

イ
ウ
エ
オ
カ
キ
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（別表公示一覧）

公示日
業務名

イ

ウ
エ

オ
カ

キ
ク

備  考
（Ａ） 業務内容

 本業務の業務内容は別添「特記仕様書（案）」
のとおりであり、主な業務内容は次のとおりであ
る。

・法面工予備設計 Ｎ＝６箇所
（D229L535、D229L555、D229L640、
D229L850②,④,⑤）

記号 項 目 内   容
 本業務は、一般国道２２９号の島牧村内におい
て、道路に隣接する斜面からの道路上への災害発
生を防止するための道路防災事業を円滑に進める
ことを目的とし、対策必要箇所における災害要
因、災害形態を踏まえた道路防災対策として予備
設計及び詳細設計を実施するものである。

地表地質踏査  Ｎ＝１式
・地表地質踏査 Ｎ＝４箇所（D229L535、
D229L555、D229L640、D229L850）

一般構造物予備設計 Ｎ＝１式

ア

休日（行政機関の休日に
関する法律（昭和63年法
律第91号）第1条第1項
に規定する行政機関の休
日をいう。以下同じ。）
を除く毎日、8時30分か
ら18時00分まで。

一般構造物詳細設計 Ｎ＝１式
・落石防護柵詳細設計 Ｎ＝１箇所
（D229L535）

施工計画検討 Ｎ＝１式
・施工計画検討 Ｎ＝１箇所（D229L535）

（Ｂ） 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年2月15日(月)

北海道小樽市潮見台1丁目15番５号
北海道開発局小樽開発建設部契約課

（Ｃ） 説明書の交
付期間及び
交付方法

令和8年4月15日(水)9時00分から令和8年5月13日
(水)11時00分まで、電子入札システムにより交付
する。ただし、紙入札により参加を希望する場合
は、あらかじめその旨を担当部局へ電話で申し込
むこと。申し込み受付後、交付する。

（Ｄ） 担当部局 〒047 －8555

令和8年4月15日
一般国道２２９号 島牧村 道路斜面防災対策検討業務

1



・

・
・

・
・

休日を除く毎日、8時30
分から18時00分まで。令和8年5月13日(水)11時00分まで

第１スタッフ業務担当
電話0134－23－5139（直通）
電子メール：

hkd-ot-nyusatsu@mlit.go.jp
（Ｅ） 参加表明書

及び技術提
案書の提出
期間

令和8年4月15日(水) 9時00分から

（Ｇ） 業種区分 土木関係コンサルタント

（Ｆ） 公示の内容
についての
質問の受付

令和8年4月15日(水) 9時00分から

北海道内の「高規格道路又は一般国道」における
道路防災対策に関する業務

（Ｋ） 選定通知日 令和8年5月27日(水)を予定

（Ｉ） 類似業務

技術士：総合技術監理部門（選択科目：［建
設］）

国土交通省登録資格：【施設分野：道路、 業
務：計画、調査、設計】

北海道内の「道道又は市町村道」における道路防
災対策に関する業務

技術士：建設部門（道路）

（Ｊ）

（Ｈ） 同種業務

令和8年5月7日(木)17時00分まで

（Ｌ） 業務量の目
安

参考業務規模は、40百万円以内を想定（税込み） 電子成果品作成費、打ち
合わせに要する人件費を
含む。

（Ｍ） 技術提案を
求めるテー
マ

当該区間において、想定される災害要因・形態を
踏まえた道路防災対策の検討・設計を実施する上
での留意点について

受理後５日以内に技術提
案書提出報告書を提出

土木学会認定技術者（特別上級）[防災分野]
土木学会認定技術者（上級、１級））[防災分
野]コースＡ、B

配置予定管
理技術者及
び照査技術
者の資格に
関する要件

2



（Ｐ） 特定通知日 令和8年6月5日(金)を予定

（Ｎ） 既存資料の
資料名

（Ｏ） 閲覧方法
本案件については、電子（web）により閲覧に供
することとする。

【Web（クラウド）】

R7 岩内道路事務所管内 道路防災点検業務
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